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議　案

従
来
の
態
度
を
改
め
速
や
か
に

署
名
し
批
准
す
べ
き
で
あ
る
と
思
い 

賛
成
地
福　
美
枝
子　
議
員

討
論

　
２
０
１
７
年
７
月
に
国
連
会
議
で

採
択
さ
れ
、
令
和
２
年
10
月
25
日
未

明
に
批
准
国
50
か
国
に
達
し
、
令
和

３
年
１
月
22
日
に
発
効
す
る
こ
と
が

確
定
。「
核
兵
器
の
な
い
世
界
」
を

求
め
る
世
界
の
圧
倒
的
多
数
の
政
府

と
市
民
社
会
が
共
同
し
た
歴
史
的
な

到
達
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
日
本
政
府
は
禁
止
条
約

に
背
を
向
け
続
け
て
い
る
こ
と
は
、

唯
一
の
戦
争
被
爆
国
と
し
て
極
め
て

恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

　
米
国
と
の
軍
事
同
盟
に
参
加
す
る

20
か
国
の
元
首
相
、
外
相
経
験
者
の

共
同
書
簡
は
、
核
兵
器
が
安
全
保
障

を
強
化
す
る
と
い
う
考
え
は
危
険

で
、
誤
り
だ
と
し
て
い
る
。

　
12
月
７
日
の
国
連
総
会
で
も
日
本

政
府
は
反
対
を
投
じ
、
禁
止
条
約
の

主
な
批
准
国
か
ら
批
判
が
続
い
た
。

政
府
は
従
来
の
態
度
を
改
め
、
速
や

か
に
署
名
し
批
准
す
べ
き
で
あ
る
。

全
国
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
こ
の
意

見
書
を
、
酒
々
井
町
に
お
い
て
も
ぜ

ひ
採
択
す
べ
き
で
あ
る
。

小
中
学
校
に
お
け
る
小
人
数
学
級
を

実
現
す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

　
国
に
お
い
て
小
中
学
校
の
教
育
環

境
を
抜
本
的
に
改
善
し
、
子
ど
も
た

ち
の
豊
か
な
学
び
と
安
心
安
全
な
学

校
生
活
を
保
障
す
る
た
め
、
自
治
体

間
の
格
差
な
く
、
教
育
の
機
会
均
等

が
保
証
さ
れ
る
よ
う
に
、
国
の
責
任

と
負
担
で
、
必
要
な
教
職
員
の
配
置

と
、
20
人
前
後
の
少
人
数
学
級
を
実

現
す
る
こ
と
を
求
め
る
意
見
書
を
衆

議
院
議
長
、
参
議
院
議
長
、
内
閣
総

理
大
臣
、
財
務
大
臣
、
文
部
科
学
大

臣
に
提
出
す
る
も
の
。

※
賛
成
多
数
で
可
決

■
発
議
案
第
２
号
■

公
立
学
校
教
員
に
１
年
単
位
の

変
形
労
働
時
間
制
を
適
用
し
な

い
こ
と
を
求
め
る
意
見
書

　
教
員
の
労
働
環
境
は
、
子
ど
も
に

と
っ
て
の
学
習
環
境
で
あ
る
。
長
時

間
過
密
労
働
の
影
響
は
教
員
だ
け
に

と
ど
ま
ら
な
い
。
恒
常
的
な
時
間
外

労
働
の
解
消
こ
そ
第
一
に
な
す
べ
き

こ
と
と
し
、
県
及
び
県
教
育
委
員
会

■
発
議
案
第
３
号
■

に
次
の
項
目
を
求
め
る
意
見
書
を
提

出
す
る
も
の
。

１　

 

１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制

を
公
立
学
校
教
員
に
適
用
す
る

条
例
制
定
を
し
な
い
こ
と

２　

 

教
員
が
子
ど
も
と
し
っ
か
り
向

き
合
い
、
授
業
の
準
備
を
す
る

時
間
の
確
保
な
ど
、「
子
ど
も

の
学
習
権
の
保
障
」
と
い
う
観

点
か
ら
教
員
の
労
働
環
境
の
抜

本
的
な
改
善
を
行
う
こ
と
。

※
賛
成
多
数
で
可
決

　
小
中
学
校
に
お
け
る
少
人
数
学
級

だ
が
、
単
純
に
ク
ラ
ス
の
人
数
を
減

ら
す
の
で
は
な
く
、
担
任
の
他
に
サ

ポ
ー
ト
を
す
る
先
生
を
付
け
て
カ

バ
ー
す
る
こ
と
や
、
個
別
に
極
小
の

少
人
数
学
級
を
設
け
る
等
の
対
策
を

行
い
、先
生
の
負
担
軽
減
策
と
し
て
、

教
科
担
任
制
度
を
取
り
入
れ
た
方
が

良
い
と
考
え
る
。
学
力
の
向
上
だ
け

で
な
く
、
集
団
生
活
の
中
で
子
ど
も

今
回
の
意
見
書
の
内
容
と
は

考
え
が
合
わ
な
い
た
め　
　

 
反
対
小
早
稲　
美
穂　
議
員

︻
発
議
案
第
２
号
３
号
︼

討
論

た
ち
が
社
会
に
出
て
生
き
て
い
く
力

を
身
に
着
け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考

え
る
。

　
１
年
単
位
の
変
形
労
働
時
間
制
に

は
、
勤
務
時
間
が
週
48
時
間
を
超
え

る
週
を
３
週
以
下
に
す
る
、
長
期
休

暇
に
は
ま
と
ま
っ
た
休
暇
を
と
る
な

ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
あ
り
、
実

行
す
る
に
は
先
生
方
の
業
務
改
善
が

必
要
と
な
り
大
変
だ
と
は
思
う
が
、

学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
を
総
合

的
に
進
め
る
た
め
の
一
つ
の
選
択
肢

と
な
る
こ
と
に
期
待
す
る
。

　
今
回
の
少
人
数
学
級
及
び
１
年
単

位
の
変
形
労
働
時
間
の
意
見
書
と
は

考
え
が
合
わ
な
い
た
め
反
対
す
る
。

　
役
場
中
央
庁
舎
耐
震
補
強
等
改

修
工
事
に
伴
い
、
当
分
の
間
、
議

場
は
分
庁
舎
２
階
第
２
多
目
的
室

に
移
転
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

の
感
染
予
防
及
び
感
染
拡
大
防
止

の
観
点
か
ら
本
会
議
場
内
で
傍
聴

で
き
る
人
数
を
７
人
と
制
限
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
以

下
の
点
へ
の
ご
協
力
を
お
願
い
い

た
し
ま
す
。

①
ご
自
宅
で
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク

※ 

発
熱
、
咳
・
咽
頭
痛
な
ど
体
調

不
良
の
あ
る
方
は
傍
聴
を
ご
遠

慮
く
だ
さ
い
。

② 

マ
ス
ク
ま
た
は
口
を
覆
う
も
の

の
着
用

③
こ
ま
め
な
手
洗
い
・
手
指
消
毒

④ 

受
付
で
の
非
接
触
型
体
温
計
に

よ
る
検
温

※ 

３
７・
５
度
以
上
の
発
熱
の
際

は
傍
聴
で
き
ま
せ
ん
。

⑤
傍
聴
受
付
票
の
記
載

※ 

感
染
者
が
出
た
場
合
に
備
え
、

電
話
番
号
も
記
入
し
て
い
た
だ

き
ま
す
。

に
つ
い
て

議
会
傍
聴
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本会議での 議決結果議決結果
議案と議決結果（町長提出のもの）

番号 件　　　　　　　　　　名

本会議の採決結果

採決結果
小
早
稲
白
井
大
石
酒
瀨
川
金
塚
須
藤
御
園
生
川
島藤

内
海
佐
藤

江
澤
議
長

竹
尾
地
福
越
川
髙
﨑

＜条例の制定＞

１ 地域活動拠点施設の設置及び管理に関する条例の制
定

可決
（賛 14・否 1）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ― ○ ○ ○ ○

２ 交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定 可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

３ 国史跡本佐倉城跡案内所設置及び管理に関する条例
の制定

可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ — ○ ○ ○ ○

４ 奨学給付金条例の制定 可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

＜条例の一部改正＞

５ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に
関する基準を定める条例の一部改正

可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

６ 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定
める条例の一部改正

可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

７ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基
準を定める条例の一部改正

可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

８ 国民健康保険税条例の一部改正 可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

９ 介護保険条例の一部改正 可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

10 後期高齢者医療に関する条例の一部改正 可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

11 消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の
一部改正

可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

＜令和２年度補正予算＞
12 一般会計補正予算（第６号） 可決

（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

13 水道事業会計補正予算（第２号） 可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

14 下水道事業会計補正予算（第２号） 可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

＜人事案件＞

15 固定資産評価審査委員会委員の選任同意
（齋藤 照一 氏）

同意
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

16 固定資産評価審査委員会委員の選任同意
（鶴岡 葊 氏）

同意
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

17 固定資産評価審査委員会委員の選任同意
（川島 貞夫 氏）

同意
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

＜発議案　議員提出の議案＞

１ 国に「核兵器禁止条約」の批准を求める意見書の提出
（提出者　齊藤 博 議員　他４名）

否決
（賛 7・否 8） ○ ○ × × × × × ○ ○ ○ × ― ○ ○ × ×

２
小中学校における少人数学級を実現することを求め
る意見書の提出

（提出者　白井 則邦 議員　他５名）
可決

（賛 8・否 7） × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ × ×

３
公立学校教員に１年単位の変形労働時間制を適用し
ないことを求める意見書の提出

（提出者　白井 則邦 議員　他５名）
可決

（賛 8・否 7） × ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ × ×

賛成・・○　　反対・・×　　議長は採決に加わりません。

※件名は一部省略しています。

本会議での議決結果
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一般質問
　
酒
々
井
町
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
次
の

点
を
伺
う
。

問
①　
酒
々
井
町
の
魅
力
を
ど
の
よ
う
に
発

信
し
て
い
る
の
か
。

企
画
財
政
課
長　
ア
ウ
ト
レ
ッ
ト
内
の

「
酒
々
井
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
」

や
「
ま
る
ご
と
し
す
い
」
な
ど
で
、
歴
史
・

文
化
、
観
光
情
報
な
ど
町
の
地
域
資
源
を
情

報
発
信
す
る
と
と
も
に
、
町
内
の
各
団
体
と

の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
な
ど

に
つ
い
て
も
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
広
く

情
報
発
信
を
し
て
い
る
。

問
②　
町
に
は
自
然
・
文
化
・
伝
統
な
ど
魅

力
あ
る
所
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
に
観
光
に
つ

な
が
ら
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

経
済
環
境
課
長　
ご
指
摘
の
と
お
り
、
観
光

に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

今
後
は
、
町
内
の
歴
史
・
文
化
・
自
然
・
地

域
の
特
徴
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
詳
し
い
方
々

と
の
協
働
に
よ
り
、
調
査
・
研
究
を
行
い
、

観
光
地
づ
く
り
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
検
討
し

て
い
く
。

問
③　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
働
き
方
も
変
わ

り
、
テ
レ
ワ
ー
ク
、
リ
モ
ー
ト
ワ
ー
ク
な
ど

都
会
に
出
な
く
て
も
仕
事
が
で
き
る
時
代
に

な
っ
て
き
た
が
、
酒
々
井
町
へ
の
移
住
促
進

に
つ
い
て
考
え
を
伺
う
。

企
画
財
政
課
長　
酒
々
井
町
は
、
Ｊ
Ｒ
や
京

成
本
線
に
４
駅
と
高
水
準
な
交
通
環
境
を
持

ち
合
わ
せ
る
と
と
も
に
、
豊
か
な
自
然
環
境

や
歴
史
・
文
化
な
ど
、
質
の
高
い
ま
ち
づ
く

り
に
つ
い
て
、
そ
の
魅
力
や
取
り
組
み
な
ど

を
積
極
的
に
情
報
発
信
す
る
こ
と
で
、
酒
々

井
町
を
広
く
認
識
し
て
い
た
だ
き
、
移
住
の

促
進
に
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

問　
隣
接
す
る
成
田
市
公
津
の
杜
に
お
い
て

大
規
模
な
住
宅
分
譲
地
の
開
発
が
進
ん
で
い

る
が
、
街
開
き
が
始
ま
れ
ば
相
当
数
の
方
が

京
成
宗
吾
参
道
駅
を
利
用
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。
駅
周
辺
の
環
境
整
備
や
ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て
町
の
考
え
を
伺
う
。

町
長　
酒
々
井
町
、
成
田
市
及
び
京
成
電
鉄

等
の
関
係
諸
機
関
が
連
携
し
、
宗
吾
参
道
駅

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
や
同
駅
周
辺
の
新
た
な

ま
ち
づ
く
り
に
関
し
検
討
す
る
と
と
も
に
、

次
期
総
合
計
画
に
お
い
て
重
要
な
拠
点
と
位

置
づ
け
る
な
ど
、
１
０
０
年
安
心
し
て
住
め

る
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
向
け
、
具
体
的
に

検
討
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

新
た
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
つ
い
て

　
京
成
宗
吾
参
道
駅
周
辺
の
整
備
に
着
手
す

る
タ
イ
ミ
ン
グ
と
捉
え
て
次
の
点
を
伺
う
。

問
①　
京
成
電
鉄
㈱
の
車
両
基
地
拡
張
な
ど

開
発
行
為
の
現
状
を
伺
う
。
駅
前
開
発
に
向

け
た
協
議
の
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
ち
づ
く
り
課
長　
京
成
電
鉄
㈱
か
ら
は
、

現
車
両
基
地
の
南
側
に
施
設
を
拡
張
す
る
相

談
を
受
け
て
い
る
が
、
詳
細
は
公
表
で
き
る

段
階
で
は
な
い
。

問
②　
ち
び
っ
こ
天
国
に
つ
い
て
、
開
園
し

な
い
な
ら
早
急
に
解
体
撤
去
し
、
民
有
地
化

に
よ
る
固
定
資
産
税
な
ど
税
収
増
の
検
討
を

要
望
す
る
。

経
済
環
境
課
長　
来
年
度
の
開
園
は
難
し
い

と
考
え
て
い
る
。
ち
び
っ
こ
天
国
の
跡
地
利

用
は
今
後
検
討
し
て
い
く
。

問
③　
ち
び
っ
こ
天
国
の
駐
車
場
と
し
て
活

用
さ
れ
て
い
た
民
有
地
に
は
砂
利
敷
き
農
地

が
点
在
す
る
。
国
道
51
号
か
ら
京
成
宗
吾
参

道
駅
ま
で
の
道
路
拡
張
用
地
と
し
て
地
権
者

と
協
議
す
る
時
期
で
は
な
い
か
。

副
町
長　
京
成
宗
吾
参
道
駅
周
辺
整
備
、
ち

び
っ
こ
天
国
、
周
辺
道
路
な
ど
、
す
べ
て
を

含
ん
で
総
合
的
に
行
わ
な
い
と
で
き
な
い
こ

と
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
京
成
電
鉄
㈱
に
対
し

て
、
町
か
ら
協
議
あ
る
い
は
要
望
を
行
っ
て

い
き
た
い
。

問
④　
京
成
宗
吾
参
道
駅
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

設
置
に
は
乗
降
客
数
条
件
が
あ
る
と
の
こ
と

だ
が
、
駅
前
開
発
に
対
す
る
町
の
決
意
で
先

行
設
置
の
糸
口
が
見
出
せ
る
の
で
は
な
い

か
。

町
長　
当
然
検
討
し
て
い
る
が
、
公
表
で
き

る
段
階
に
は
な
い
。
し
っ
か
り
し
た
段
階
で

議
会
に
報
告
し
た
い
。
議
員
か
ら
も
意
見
が

あ
る
と
思
う
が
、
今
後
、
総
合
計
画
策
定
に

伴
う
議
員
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
う
の
で
、
そ

の
際
、
希
望
で
は
な
く
、
総
合
的
な
観
点
か

ら
指
摘
を
し
て
く
れ
れ
ば
参
考
と
し
た
い
。

あ
問
京
成
宗
吾
参
道
駅
前
開
発
の
タ
イ
ミ
ン
グ
が

到
来

酒瀨川 芳子議員

川島　邦彦議員

あ
問答
酒
々
井
町
に
お
け
る
移
住
促
進
対
策
は

町
の
魅
力
を
積
極
的
に
情
報
発
信
し
て

い
く

答
京
成
電
鉄
と
協
議
・
要
望
を
行
っ
て
い

き
た
い

京成宗吾参道駅
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一般質問

問答
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ
シ
に
よ
る
水
稲
へ
の
被
害
が

懸
念
さ
れ
る
が

被
害
報
告
は
な
い
が
、
対
策
を
検
討
す
る

　
酒
々
井
町
で
発
生
が
確
認
さ
れ
た
ジ
ャ
ン

ボ
タ
ニ
シ
は
、
水
稲
の
苗
を
食
べ
て
し
ま
い
、

米
の
生
産
に
被
害
を
与
え
る
。
成
虫
に
は
寄

生
虫
が
寄
生
し
、
卵
に
は
神
経
毒
が
あ
り
、

素
手
で
触
ら
ず
、
貝
の
移
動
も
し
て
は
い
け

な
い
。
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ
シ
の
防
除
に
は
農
家

の
方
々
や
地
域
全
体
で
防
除
対
策
を
と
ら
な

く
て
は
撲
滅
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
か

ら
、
次
の
点
を
伺
う
。

問
①　
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ
シ
の
特
徴
は
。

経
済
環
境
課
長　
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ
シ
は
養
殖

用
に
海
外
か
ら
導
入
さ
れ
た
も
の
が
野
生
化

し
、
稲
を
食
害
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
特
徴

と
し
て
、
殻
の
高
さ
と
直
径
が
ほ
ぼ
同
じ
で
、

大
き
い
も
の
は
５
セ
ン
チ
程
度
に
成
長
す
る
。

問
②　
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ
シ
の
防
除
対
策
を
伺

う
。

経
済
環
境
課
長　
「
侵
入
防
止
対
策
」「
食
害

防
止
対
策
」「
越
冬
防
止
対
策
」「
水
路
で
の

買
密
度
低
減
対
策
」の
４
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

問
③　
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ
シ
発
生
時
、
町
は
ど

の
よ
う
な
対
策
を
考
え
て
い
る
の
か
。

経
済
環
境
課
長　
千
葉
県
印
旛
農
業
事
務
所

の
助
言
を
い
た
だ
き
な
が
ら
対
策
を
検
討
し

た
い
。

問
④　
千
葉
県
が
行
っ
て
い
る
ジ
ャ
ン
ボ
タ

ニ
シ
の
防
除
関
連
事
業
は
。

経
済
環
境
課
長　
千
葉
県
で
は
、
令
和
２
年

度
よ
り
「
地
域
ぐ
る
み
で
取
り
組
む
総
合
防

除
対
策
推
進
事
業
」
を
新
設
し
、
地
域
が
一

体
と
な
っ
た
取
り
組
み
に
対
し
、
助
成
を
行

っ
て
い
る
。

問
⑤　
ジ
ャ
ン
ボ
タ
ニ
シ
発
生
確
認
後
、
早

急
な
対
策
が
で
き
る
よ
う
農
業
者
と
日
頃
よ

り
防
除
活
動
を
行
う
こ
と
、
そ
し
て
町
予
算

で
防
除
対
策
費
を
計
上
す
べ
き
と
思
う
が
町

の
考
え
を
伺
う
。

経
済
環
境
課
長　
伊
篠
新
田
地
区
で
の
生
息

は
確
認
で
き
た
が
、
被
害
報
告
が
な
い
こ
と
、

ま
た
、
伊
篠
新
田
地
区
に
お
い
て
は
、
費
用

を
あ
ま
り
か
け
ず
に
水
や
苗
の
管
理
に
よ
り

被
害
を
防
げ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
今

後
の
検
討
事
項
と
し
た
い
。

問
①　
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
対
し
て
、
婚
姻
に

相
当
す
る
関
係
で
あ
る
と
承
認
し
、
自
治
体

独
自
の
証
明
書
を
発
行
す
る
制
度
、
い
わ
ゆ

る
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
導
入
予
定
は

あ
る
の
か
。

健
康
福
祉
課
長　
制
度
導
入
に
あ
た
り
、
性

的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
さ
れ
る
当
事
者
の
意
向

を
伺
い
な
が
ら
議
論
を
深
め
る
こ
と
が
必
要

と
考
え
て
い
る
が
、
相
談
等
を
受
け
て
い
な

い
現
時
点
で
は
導
入
は
考
え
て
い
な
い
。

問
②　
中
学
校
の
制
服
は
、
性
別
に
よ
り
決

ま
っ
て
い
る
の
か
。

学
校
教
育
課
長　
男
性
用
制
服
、
女
性
用
制

服
と
位
置
づ
け
を
し
て
い
る
。
異
性
の
制
服

を
着
る
と
想
定
は
し
て
い
な
い
の
で
、
議
論

を
深
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
な
い
。

問　
空
き
家
バ
ン
ク
の
設
置
、
特
定
空
き
家

へ
の
措
置
な
ど
、
酒
々
井
町
空
き
家
等
対
策

計
画
の
実
施
状
況
を
伺
う
。

企
画
財
政
課
長　
「
空
き
家
バ
ン
ク
制
度
」

の
実
施
に
は
、
空
き
家
の
管
理
、
運
営
等
に

伴
い
、
千
葉
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会
、
全

日
本
不
動
産
協
会
千
葉
県
本
部
等
、
関
係
団

体
等
と
の
協
定
の
締
結
が
必
要
と
な
る
の

で
、
本
年
度
中
に
関
係
団
体
等
と
協
定
を
締

結
し
、
事
業
開
始
に
向
け
努
力
し
て
い
く
。

問　

出
生
届
に
、
嫡
出
子
・
非
嫡
出
子
の

チ
ェ
ッ
ク
が
無
か
っ
た
時
、
窓
口
で
は
ど
の

よ
う
な
対
応
を
し
て
い
る
の
か
。

税
務
住
民
課
長　
記
載
が
な
い
場
合
は
届
出

人
に
補
正
を
求
め
て
い
る
。
届
出
人
が
応
じ

な
い
場
合
は
、
出
生
子
の
称
す
べ
き
氏
、
ま

た
は
、
入
籍
す
べ
き
戸
籍
を
明
ら
か
に
す
る

方
法
に
よ
り
補
正
を
求
め
て
い
る
。

あ
問答
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
制
度
の
導
入
予
定
は

相
談
が
な
い
現
時
点
で
は
考
え
て
い
な
い

婚
外
子
に
対
す
る
対
応
は

白井　則邦議員

低
未
利
用
不
動
産
の
活
用
を
す
べ
き

小早稲 美穂議員

戸籍窓口の様子

有害動物に指定されている
ジャンボタニシ

（スクミリンゴガイ）
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一般質問
　
町
で
は
令
和
４
年
度
か
ら
の
新
総
合
計
画

が
策
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
２

点
に
つ
い
て
町
の
方
針
を
伺
う
。

問
①　
現
行
の
基
本
計
画
中
「
医
療
費
助
成

を
中
学
生
ま
で
に
拡
大
」
等
と
具
体
的
に
明

記
し
て
い
る
の
は
９
項
目
だ
け
で
あ
る
。
基

本
計
画
に
は
、「
実
現
可
能
性
」
と
「
そ
の

た
め
の
具
体
的
な
手
法
」
が
明
記
さ
れ
る
べ

き
と
考
え
る
が
町
の
考
え
を
伺
う
。

企
画
財
政
課
長　
従
来
ど
お
り
の
策
定
方
針

と
考
え
て
い
る
が
、
少
子
高
齢
化
に
対
応
す

る
た
め
、「
酒
々
井
町　
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
総
合
戦
略
」
を
次
期
総
合
計
画
ア
ク

シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
と
し
て
策
定
を
考
え
て
い
る
。

問
②　
市
町
村
議
員
の
82
％
が
「
実
現
可
能

性
」
を
示
す
た
め
に
は
「
中
長
期
の
財
政
計

画
」
が
必
要
と
答
え
て
い
る
が
、
現
行
の
基

本
計
画
に
は
な
い
。
財
政
計
画
の
必
要
性
に

つ
い
て
伺
う
。

企
画
財
政
課
長　
総
合
計
画
の
実
効
性
を
持

つ
た
め
に
は
財
政
計
画
と
の
整
合
性
が
基
本

と
な
る
が
、
町
で
は
財
政
健
全
化
計
画
を
策

定
し
、
予
算
編
成
方
針
の
指
針
と
し
て
い
る
。

こ
れ
を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
総
合
計
画
の
財

政
計
画
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

　
「
酒
の
井
の
碑
」
近
く
の
民
家
を
取
得
し

た
「
下
宿
ベ
ー
ス
」
に
つ
い
て
伺
う
。

問
①　
利
用
で
き
る
部
屋
が
２
室
だ
け
で
、

２
階
の
利
用
計
画
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

住
民
協
働
課
長　
２
階
に
３
部
屋
あ
る
が
、

１
階
の
貸
出
状
況
を
見
て
検
討
す
る
。

問
②　
町
は
取
得
に
際
し
、「
酒
の
井
の
碑
」

の
利
用
拡
充
を
理
由
に
し
て
い
た
が
、
具
体

的
な
施
策
が
な
い
と
思
う
が
如
何
か
。

住
民
協
働
課
長　
「
酒
の
井
の
碑
」
見
学
の

際
に
駐
車
場
と
し
て
利
用
が
で
き
る
。

問
③　
特
に
広
い
と
か
特
別
な
設
備
・
備
品

が
揃
っ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
各
自
治
会

等
で
設
置
・
管
理
し
て
い
る
集
会
施
設
と
の

違
い
は
何
か
。

住
民
協
働
課
長　
「
下
宿
ベ
ー
ス
」
は
住
民

の
活
動
拠
点
と
な
る
施
設
と
し
て
住
民
公
益

活
動
団
体
を
は
じ
め
各
種
一
般
サ
ー
ク
ル
団

体
等
、
広
く
活
用
し
て
も
ら
う
た
め
に
設
置

し
た
も
の
で
あ
る
。

あ
問答
総
合
計
画
策
定
に
あ
た
り
財
政
計
画
と
の
整
合

性
が
必
要

財
政
健
全
化
計
画
を
拡
大
す
る
こ
と
で

財
政
計
画
に
な
る
と
考
え
る

須藤　伸次議員

問　
現
状
、
歳
出
の
30
％
超
を
超
え
て
い
る

福
祉
・
厚
生
費
、
教
育
費
に
つ
い
て
、
国
の

補
助
金
・
交
付
金
だ
け
に
頼
ら
ず
町
独
自
の

自
主
財
源
を
確
保
す
べ
く
積
極
的
な
企
業
誘

致
な
ど
を
考
え
る
べ
き
と
思
う
が
、
町
の
考

え
を
伺
う
。

町
長　
税
金
の
滞
納
を
防
止
し
、
収
納
率
の

向
上
に
努
め
る
と
と
も
に
、
施
設
使
用
料
の

適
正
化
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
広

告
収
入
や
法
定
外
税
な
ど
、
各
事
例
を
通
し

て
歳
入
確
保
策
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

経
済
環
境
課
長　
土
地
を
保
有
し
て
い
る
企

業
に
は
積
極
的
に
進
出
を
働
き
か
け
て
い
る
。

　

人
口
減
少
回
避
の
た
め
、
若
者
た
ち
に

も
っ
と
魅
力
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
検
討
す
べ

き
と
思
う
が
、
次
の
点
を
伺
う
。

問
①　
京
成
酒
々
井
駅
周
辺
の
高
層
住
宅
街

の
開
発
。

町
長　
用
途
的
に
は
で
き
る
が
、
良
好
な
住

宅
を
つ
く
る
に
は
１
ヘ
ク
タ
ー
ル
前
後
の
ま

と
ま
っ
た
土
地
が
必
要
に
な
る
。
小
さ
な
区

画
で
は
都
市
再
開
発
法
に
基
づ
き
、
地
権
者

の
合
意
形
成
が
必
要
と
な
り
、
大
変
時
間
を

要
す
る
こ
と
と
な
り
、
京
成
酒
々
井
駅
前
の

小
さ
な
区
画
で
は
高
層
住
宅
街
の
構
想
は
で

き
な
い
。

ま
ち
づ
く
り
課
長　
京
成
酒
々
井
駅
周
辺
の

土
地
利
用
検
討
業
務
を
コ
ン
サ
ル
に
委
託
し

た
結
果
、
高
層
住
宅
街
の
提
案
は
無
か
っ
た

が
、
駅
前
と
い
う

こ
と
で
、
賑
わ
い

の
創
出
が
大
事
で

あ
る
と
具
体
的
な

提
案
を
受
け
た
の

で
、
今
後
具
体
化

で
き
る
よ
う
に
関

係
課
や
民
間
事
業

者
等
か
ら
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
行
い
た
い
。

問
②　
東
酒
々
井
Ｊ
Ａ
跡
地
を
高
齢
者
施
設

と
し
て
の
活
用
。

副
町
長　
東
酒
々
井
Ｊ
Ａ
跡
地
は
土
地
開
発

基
金
に
よ
り
取
得
し
、
基
金
財
産
と
し
て
管

理
し
て
い
る
。
用
地
は
産
業
振
興
策
と
し
て

駐
車
場
、
建
物
は
耐
震
診
断
の
結
果
に
よ
り

使
用
で
き
る
場
合
は
地
域
振
興
策
と
し
て
活

用
し
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、
耐
震
診
断

を
行
い
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
検
討
し
て

い
き
た
い
。

問答
福
祉
・
厚
生
費
、
教
育
費
は
、
国
に
頼
ら
ず

積
極
的
な
自
主
財
源
を
確
保
す
べ
き

歳
入
確
保
策
を
検
討
し
て
い
く

人
口
減
少
対
策
に
つ
い
て

町
が
取
得
し
た
土
地
に
つ
い
て

藤　　博議員

京成酒々井駅前

し
た
も
の
で
あ
る
。
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一般質問

問
児
童
生
徒
が
パ
ソ
コ
ン
を
活
用
で
き
る
の
は

い
つ
か
ら
か

問　
国
か
ら
の
通
達
に
よ
り
、
児
童
生
徒
に

パ
ソ
コ
ン
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
の
端
末
を
整

備
す
る
よ
う
町
は
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
児

童
生
徒
は
、
い
つ
か
ら
端
末
を
使
用
で
き
る

の
か
。
ま
た
、
使
用
す
る
た
め
の
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
は
い
つ
か
ら
行
う
の
か
伺
う
。

学
校
教
育
課
長　
１
人
１
台
の
ノ
ー
ト
型
パ

ソ
コ
ン
を
今
年
度
末
ま
で
に
各
学
校
に
配
置

す
る
予
定
で
あ
る
。
教
員
に
は
４
月
中
に
３

回
程
度
の
研
修
を
行
い
、
５
月
中
に
は
児
童

生
徒
へ
の
授
業
活
用
を
開
始
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。
夏
休
み
や
２
学
期
以
降
も
教
員
研

修
を
実
施
し
、
３
学
期
に
は
全
教
員
が
１
人

１
台
パ
ソ
コ
ン
を
最
大
限
に
活
用
し
て
授
業

を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
段
階
を
目
指
し
て

い
く
。

問　
コ
ロ
ナ
禍
の
中
、
県
内
市
町
村
で
は
、

修
学
旅
行
の
中
止
・
規
模
の
縮
小
な
ど
見
直

し
た
学
校
が
多
数
見
受
け
ら
れ
た
。
当
町
で

は
、
修
学
旅
行
実
施
の
大
英
断
を
下
し
た
が
、

そ
の
判
断
に
至
る
経
緯
を
伺
う
。

学
校
教
育
課
長　
町
教
育
員
会
と
し
て
は
、

町
小
中
学
校
長
会
の
意
向
及
び
文
部
科
学
省

か
ら
の
通
知
を
踏
ま
え
、「
一
生
に
一
度
し
か

な
い
、
卒
業
学
年
の
最
大
の
行
事
で
あ
る
修

学
旅
行
に
つ
い
て
は
、
感
染
に
最
大
限
留
意

し
た
上
で
実
施
す
る
」
と
判
断
し
た
。
修
学

旅
行
中
、
児
童
生
徒
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
習

を
生
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

予
防
に
つ
い
て
も
、
自
ら
の
力
で
適
切
に
判

断
し
、
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
、
と

各
小
中
学
校
長
か
ら
報
告
を
受
け
、
現
在
も

そ
の
学
び
は
生
き
て
い
る
も
の
と
考
え
て
い

る
。

答
５
月
中
に
は
授
業
で
活
用
し
て
い
き
た
い

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
つ

い
て
次
の
点
を
伺
う
。

問
①　
65
歳
以
上
１
，
０
０
０
人
ま
で
の
Ｐ

Ｃ
Ｒ
検
査
の
状
況
と
今
後
の
対
応
。

健
康
福
祉
課
長　
11
月
末
現
在
で
、
15
名
の

方
が
町
の
助
成
で
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
受
け
て
い

る
。
今
後
も
検
査
の
推
移
を
見
守
り
た
い
。

問
②　
保
育
・
教
育
・
福
祉
従
事
者
に
優
先

的
に
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
。

健
康
福
祉
課
長　
状
況
に
応
じ
て
検
討
す
る
。

問
③　
無
症
状
者
を
把
握
す
る
た
め
に
も
、

積
極
的
な
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
実
施
す
べ
き
。

町
長　
色
々
問
題
も
あ
る
の
で
、
先
ず
は
65

歳
以
上
の
方
の
検
査
費
用
の
助
成
を
行
っ
た
。

問
④　
町
内
感
染
者
の
そ
の
後
の
状
況
は
。

健
康
福
祉
課
長　
個
人
情
報
に
あ
た
る
こ
と

か
ら
公
表
は
し
て
い
な
い
。

問
⑤　
町
内
事
業
者
の
倒
産
・
廃
業
の
状
況
。

経
済
環
境
課
長　
廃
止
届
は
、
令
和
２
年
４

月
以
降
６
件
あ
っ
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
に
関
連
し
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

問
⑥　
国
は
コ
ロ
ナ
対
策
で
危
険
手
当
・
防

疫
手
当
の
支
給
を
し
て
い
る
。
消
防
や
葬
祭

場
職
員
に
は
支
給
し
て
い
る
の
か
。

総
務
課
長　
消
防
組
合
で
は
、
防
疫
等
作
業

手
当
の
支
給
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
。
斎
場

業
務
で
は
、
防
疫
等
作
業
手
当
の
対
象
と
な

る
職
員
が
行
う
業
務
は
な
い
と
聞
い
て
い
る
。

問　
20
人
学
級
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な

教
職
員
数
、
学
級
数
、
予
算
は
。

学
校
教
育
課
長　
小
学
校
で
18
学
級
、
中
学

校
で
11
学
級
増
加
す
る
。
担
任
教
員
以
外
の

教
員
配
置
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
29
学
級
の

担
任
教
員
に
限
定
し
て
計
算
す
る
と
、
支
給

さ
れ
る
給
与
だ
け
で
も
年
間
約
２
億
円
の
財

源
が
新
た
に
必
要
と
な
る
。

問
①　
現
在
の
地
下
水
と
表
流
水
と
の
割
合
。

上
下
水
道
課
長　
地
下
水
が
約
97
％
、
表
流

水
が
約
３
％
と
な
っ
て
い
る
。

問
②　
霞
ヶ
浦
導
水
の
状
況
。

上
下
水
道
課
長　
国
土
交
通
省
の
資
料
に
よ

る
と
、
工
期
を
令
和
12
年
度
ま
で
延
長
し
、

事
業
を
継
続
す
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

問
③　
印
旛
広
域
水
道
は
浄
水
場
を
持
っ
て

い
な
い
。
県
に
支
払
う
委
託
費
は
い
く
ら
か
。

上
下
水
道
課
長　
印
旛
広
域
水
道
全
体
で
約

19
億
円
、
そ
の
う
ち
町
は
、
約
１
，
２
５
７

万
円
支
払
っ
て
い
る
。

問答
町
に
お
い
て
も
十
分
な
コ
ロ
ナ
対
策
を

引
き
続
き
、
高
齢
者
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
費
用

助
成
を
実
施
し
て
い
く

町
の
水
に
つ
い
て

少
人
数
学
級
の
実
現
を

御園生 浩士議員

地福 美枝子議員

日常的に授業でパソコンを
活用していきます

コロナ感染予防に配慮しながら
実施された修学旅行
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一般質問
　
活
用
し
て
い
な
い
施
設
に
つ
い
て
次
の
点

を
伺
う
。

問
①　
ち
び
っ
こ
天
国
「
施
設
利
用
計
画
」

に
つ
い
て
プ
ー
ル
再
開
を
含
め
て
、
事
業
者

募
集
を
行
う
の
か
。
ま
た
、
施
設
維
持
管
理

費
は
新
年
度
で
予
算
化
す
る
の
か
。

経
済
環
境
課
長　
新
年
度
に
事
業
者
募
集
を

行
う
予
定
は
な
い
。
予
算
は
今
年
と
同
額
程

度
と
考
え
て
い
る
。

問
②　
旧
味
だ
よ
り
は
、
町
が
寄
付
を
受
け

て
か
ら
一
度
も
活
用
さ
れ
て
い
な
い
。
地
場

産
の
食
材
を
活
用
し
、
安
全
安
心
な
食
品
加

工
で
町
民
の
健
康
づ
く
り
施
設
と
し
て
活
用

す
べ
き
と
思
う
が
如
何
か
。

経
済
環
境
課
長　
今
後
、
様
々
な
活
用
方
法

を
検
討
し
て
い
く
。

問
③　
東
京
電
力
か
ら
購
入
し
た
上
岩
橋
の

ふ
れ
あ
い
公
園
隣
接
地
に
つ
い
て
、
柵
を
撤

去
し
、
公
園
と
し
て
活
用
す
べ
き
と
考
え
る

が
町
の
考
え
を
伺
う
。

ま
ち
づ
く
り
課
長　
木
柵
に
腐
食
が
あ
り
、

危
険
な
た
め
撤
去
し
た
。
活
用
方
法
は
未
定

だ
が
、
地
元
自
治
会
の
意
見
を
伺
い
な
が
ら

具
体
的
な
整
備
計
画
を
検
討
し
て
い
く
。

問　
馬
橋
地
区
の
過
剰
盛
土
崩
落
事
故
に
よ

る
町
の
損
害
額
は
２
，
７
０
０
万
円
と
の
回

答
が
あ
っ
た
が
、
業
者
と
は
解
決
し
て
い
な

い
。
馬
橋
川
周
辺
で
の
残
土
埋
立
て
事
業
は

今
後
許
可
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
が
町

の
考
え
を
伺
う
。

副
町
長　
業
者
は
一
切
入
れ
さ
せ
て
い
な
い
。

現
在
、
地
主
と
調
整
を
進
め
て
い
る
が
、
今

後
は
、
酒
々
井
町
中
に
残
土
の
埋
め
立
て
は

認
め
な
い
つ
も
り
で
い
る
。

経
済
環
境
課
長　
８
月
に
町
が
行
っ
て
き
た

修
復
工
事
費
用
を
事
業
者
に
請
求
し
て
い
る
。

問
①　
購
入
目
的
で
あ
る
倉
庫
（
土
の
う
保

管
倉
庫
）
の
事
業
費
は
新
年
度
で
予
算
化
す

る
の
か
。

上
下
水
道
課
長　
来
年
度
は
水
防
施
設
等
に

影
響
が
出
そ
う
な
大
き
な
木
の
根
が
残
っ
て

い
る
の
で
、
そ
の
伐
根
を
予
定
し
て
い
る
。

問
②　
用
地
に
大
量
の
ゴ
ミ
が
あ
る
が
、
購

入
前
に
確
認
し
て
い
る
の
か
。
町
の
負
担
で

撤
去
す
る
の
か
。

ま
ち
づ
く
り
課
長　
ゴ
ミ
は
現
地
調
査
で
確

認
し
て
い
る
。
所
有
者
と
し
て
町
が
撤
去
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。

問答
ち
び
っ
こ
天
国
は
来
年
も
休
園
、
維
持
管
理

費
の
無
駄
使
い
、
早
急
に
決
断
を

新
年
度
に
事
業
者
募
集
を
行
う
予
定
は
な
い

竹尾 忠雄議員

水
防
活
動
拠
点
用
地
購
入
に
つ
い
て

馬
橋
川

馬
橋
川

過
剰
盛
土
現
場
を
視
察

過
剰
盛
土
現
場
を
視
察

　
町
議
会
で
は
、
11
月
25
日
臨
時
会
の
終
了

後
に
馬
橋
川
過
剰
盛
土
現
場
の
現
地
視
察
を

行
い
ま
し
た
。

　
町
執
行
部
よ
り
現
状
報
告
と
し
て
、
上
流

部
の
補
修
工
事
を
実
施
し
、
冠
水
部
解
消
の

成
果
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
後
は
、
下
流

部
の
補
修
工
事
を
行
う
と
の
説
明
を
受
け
ま

し
た
。

　
11
月
20
日
に
行
わ
れ
た
、
千
葉
県
町
村

議
会
議
長
会
定
例
会
に
お
い
て
、
江
澤
議

長
が
互
選
に
よ
り
、
同
会
の
副
会
長
に
選

出
さ
れ
ま
し
た
。

江
澤
議
長
が

江
澤
議
長
が

県
議
長
会
副
会
長
に

県
議
長
会
副
会
長
に

就
任
就
任江

え ざ わ

澤　眞
しんいち

一  議長

馬
橋
地
区
過
剰
盛
土
の
崩
落
に
つ
い
て
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児
童
生
徒
１
人
１
台
パ
ソ
コ
ン
購
入

児
童
生
徒
１
人
１
台
パ
ソ
コ
ン
購
入

令
和
３
年
度
か
ら
実
施

11月臨時会
　
令
和
２
年
11
月
臨
時
会
で
上
程
さ

れ
た
議
案
は
次
の
と
お
り
で
す
。

11月臨時会
　
特
別
職
の
期
末
手
当
に
お
け
る
年

間
支
給
割
合
を
一
般
職
の
職
員
の
改

定
に
準
じ
て
、「
０・０
５
月
」
分
を

引
き
下
げ
る
改
正
を
す
る
も
の
。

※
全
員
賛
成
で
可
決

議　
案

特
別
職
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

■
議
案
第
１
号
■

　
今
年
度
の
人
事
院
勧
告
お
よ
び
千

葉
県
人
事
委
員
会
勧
告
の
内
容
に
準

じ
、
期
末
手
当
の
改
定
に
伴
い
所
要

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

■
議
案
第
２
号
■

の
改
正
を
行
う
も
の
。

※
賛
成
多
数
で
可
決

全
体
の
働
く
人
た
ち
の
給
与
等
に

大
き
な
影
響
を
与
え
る
た
め　

 

反
対
地
福　
美
枝
子　
議
員

討
論

　
自
治
体
職
員
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
関
係
や
災
害
の
対
応
等
に
非
常

に
大
変
な
思
い
を
し
て
い
る
人
た
ち

で
あ
る
。
そ
の
職
員
の
給
与
等
を
引

き
下
げ
る
こ
と
は
全
体
の
働
く
人
た

ち
に
対
す
る
給
与
等
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
た
め
、
一
般
職
の
職
員
の

給
与
等
の
引
き
下
げ
に
は
反
対
す
る
。

　
文
部
科
学
省
が
進
め
る
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ

ス
ク
ー
ル
構
想
の
実
現
に
向
け
、
町

立
小
中
学
校
の
児
童
生
徒
１
人
に
つ

き
１
台
の
パ
ソ
コ
ン
等
を
購
入
す
る

た
め
、
11
月
４
日
に
一
般
競
争
入
札

を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
富
士
ゼ
ロ
ッ

ク
ス
千
葉
株
式
会
社
が
落
札
し
、
同

社
と
８
３
６
２
万
８
２
７
０
円
で
仮

契
約
を
締
結
し
た
こ
と
か
ら
、
規
定

に
よ
り
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

※
全
員
賛
成
で
可
決

児
童
生
徒
１
人
１
台
の
パ
ソ
コ

ン
購
入
の
た
め
の
財
産
の
取
得

■
議
案
第
３
号
■

１
人
１
台
の
専
用
パ
ソ
コ
ン
購
入

﹁
子
ど
も
た
ち
の
未
来
の
た
め
に
﹂

賛
成
御
園
生　
浩
士　
議
員

討
論

　
今
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
拡
大
に
よ
り
教
育
現
場
で
は
、
子

ど
も
た
ち
が
登
校
で
き
な
く
な
り
、

学
習
や
校
内
行
事
に
大
き
な
支
障
を

き
た
し
た
。

　
文
部
科
学
省
が
前
倒
し
で
進
め
る

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
は
、
コ
ロ

ナ
禍
に
お
い
て
学
習
環
境
改
善
の
一

助
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
構
想
の
実

現
に
向
け
、
小
中
学
校
の
児
童
生
徒
１

人
に
１
台
の
パ
ソ
コ
ン
等
を
購
入
す

る
こ
と
は
、
意
義
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
学
校
で
も
こ
れ
か
ら
は
大
き
な
変

化
が
求
め
ら
れ
、
パ
ソ
コ
ン
を
活
用

し
て
の
本
格
的
な
授
業
等
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
皆
初
め
て
の
経
験

で
あ
り
、
教
職
員
は
も
と
よ
り
、
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
新
た
な
負
荷

が
掛
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
導
入
時

は
大
変
で
あ
る
が
、
全
て
は
子
ど
も

た
ち
の
未
来
の
た
め
、
公
平
な
教
育
環

境
の
整
備
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
た
い
。

　
子
ど
も
た
ち
を
第
一
優
先
順
位
に

掲
げ
一
刻
も
早
い
整
備
と
活
用
を
お

願
い
し
た
い
。

児
童
生
徒
へ
一
日
で
も
早
い

パ
ソ
コ
ン
導
入
に
期
待
し

賛
成
小
早
稲　
美
穂　
議
員

　

町
立
小
中
学
校
の
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス

ク
ー
ル
構
想
の
実
現
に
向
け
、
今
回

の
議
案
で
は
児
童
生
徒
１
人
１
台
の

パ
ソ
コ
ン
等
の
購
入
ま
で
進
み
、
今

年
度
末
ま
で
に
納
入
す
る
予
定
に

な
っ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
だ
け
で

な
く
保
護
者
も
期
待
し
、
楽
し
み
に

し
て
い
る
パ
ソ
コ
ン
を
活
用
し
た
授

業
の
導
入
の
た
め
、
教
育
委
員
会
と

業
者
と
が
力
を
合
わ
せ
一
日
も
早
い

導
入
に
向
け
て
の
努
力
を
お
願
い
し

賛
成
す
る
。

大室台小学校パソコン教室
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11月臨時会

　

令
和
２
年
の
流
行
語
大
賞
は

「
３
密
」
で
し
た
。

　

感
染
症
に
あ
け
く
れ
る
日
々

で
す
が
、「
心
に
潤
い
を
」
与
え

て
く
れ
る
も
の
を
持
ち
、
令
和

３
年
が
希
望
あ
ふ
れ
る
年
に
な

る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

　
委 

員 

長　
　

藤　
　
博

　
副
委
員
長　
　
大
石　
法
子

　
委　
　
員　
　
須
藤　
伸
次

　
委　
　
員　
　
酒
瀨
川
芳
子

　
委　
　
員　
　
白
井　
則
邦

　
委　
　
員　
　
小
早
稲
美
穂

編
集
に
あ
た
っ
て

　

次
の
定
例
会
は
、
３
月
３
日

に
開
会
す
る
予
定
で
す
。
会
期

は
２
月
25
日
に
開
催
予
定
の
議

会
運
営
委
員
会
で
決
ま
り
ま
す
。

会
期
が
決
ま
り
ま
し
た
ら
、
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
や
ポ
ス
タ
ー
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

詳
細
は
議
会
事
務
局
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
☎
（
４
９
６
）
１
１
７
１

（
内
線
２
７
１
、２
７
２
）

３
月
定
例
会
の
お
知
ら
せ

　
町
長
、
副
町
長
、
教
育
長
、
並
び

に
一
般
職
職
員
の
期
末
手
当
・
勤
勉

手
当
を
引
き
下
げ
に
関
す
る
条
例
改

正
に
準
じ
て
、「
０・０
５
月
」
分
を

引
き
下
げ
る
も
の
。

※
全
員
賛
成
で
可
決

議
員
報
酬
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
改
正

■
発
議
案
第
１
号
■

発 

議 

案

本会議での 議決結果議決結果
議案と議決結果（町長提出のもの）

番号 件　　　　　　　　　　名

本会議の採決結果

採決結果
小
早
稲
白
井
大
石
酒
瀨
川
金
塚
須
藤
御
園
生
川
島藤

内
海
佐
藤

江
澤
議
長

竹
尾
地
福
越
川
髙
﨑

＜条例の一部改正＞

１ 特別職の職員の給与及び旅費等に関する条例の一部
改正

可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

２ 一般職の職員の給与等に関する条例及び会計年度任
用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正

可決
（賛 13・否 2）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― × × ○ ○

＜財産の取得＞

３
財産の取得

（町立小中学校ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた
備品の購入）

可決
（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

＜発議案　議員提出の議案＞

１
議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の
一部改正

（提出者　御園生 浩士 議員　他５名）
可決

（賛 15・否 0）○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ○ ○ ○ ○

賛成・・○　　反対・・×　　議長は採決に加わりません。

※件名は一部省略しています。

分庁舎へ移転中の本会議場の様子
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　２�　議会は、議会広報を発行し、議会活動に係る情報を
分かりやすく町民に提供するよう努めるものとする。

　第４章　議会と行政の関係 
（議会と町長等の関係）
　第�９条　議会と町長その他の執行機関及びその職員（以

下「町長等」という。）は、二元代表制の下、互いの
役割を尊重しつつ緊張ある適切な関係を保持し、共通
の使命を果たすため、それぞれが持つ機能を有効に発
揮しなければならない。

　２�　議会審議における議会と町長等との関係は、次に掲
げるとおりとする。 

　（１）�　本会議における議員と町長等との質疑応答は、論
点及び争点を明確にして行うものとする。 

　（２）�　本会議における一般質問での町長等との質疑応答
は、一問一答の方式で行うことができる。 

　（３）�　議長から本会議、常任委員会及び特別委員会に出
席を要請された町長等は、議長又は委員長の許可を
得て、議員の質問に対して論点及び争点を明確にす
るため、反問することができる。 

（審議における論点整理）
　第 �10 条　議会は、提案される重要な政策、施策、計画

等（以下この項において「重要な政策等」という。）に
ついて、審議における論点を整理し、その政策水準を
高めるとともに議決責任を担保するため、提案者に対
し、次に掲げる事項について説明を求めるものとする。

　（１）　重要な政策等の提案に至った経緯及び理由
　（２）　他の自治体における類似する政策等との比較検討
　（３）　総合計画との整合性
　（４）　町民参加の実施の有無及びその内容
　（５）　�重要な政策等の実施に要する経費及び財源措置

（将来の負担を含む。）
　２�　議会は、提出された予算案及び決算の審議に当たっ

ては、前項の規定に準じた資料の作成を町長に求める
ものとする。

（議決事件の追加）
　第 �11 条　地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 96

条第２項の規定により議会の議決すべき事件は、別に
定める。

　第５章　議会運営と権能
（委員会）
　第 �12 条　　議会運営委員会は、次に掲げる原則に従い

活動する。
　（１）�　議会で取り上げる議案の選択及び日程の決定に当

たっては、適正かつ効率的な議会運営に資するよう
努めること。

　（２）�　所管する事項の調査及び議案等の審査に当たっては、
適正かつ効率的な議会運営に資するよう努めること。

　（３）�　議長の諮問に関する調査及び審査に当たっては、前
２号の趣旨を踏まえてこれを行い意見を述べること。

　２　常任委員会は、次に掲げる原則に従い活動する。
　（１）�　町政に関する課題及び町の事務に関する調査並びに

付託された事件の審査を主体的かつ自律的に行うこと。
　（２）�　前号の調査においては、常任委員会の専門性をい

かし、積極的に行うこと。
　３　特別委員会は、次に掲げる原則に従い活動する。
　（１）�　特別委員会の設置に当たっては、その目的及び付

議された事件の重要性又は緊急性並びに委員の数及
び設置する期間を明らかにすること。

　（２）�　特定の事件について緊急に審査する機関としての
見地から、効率的な審査を行うこと。

　４�　議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会は、調
査を行った事務等及び審査を行った事件について必要
があると認めるとき又は議長から求められたときは、
本会議においてその報告をしなければならない。

（議員研修）
　第 �13 条　議会は、議員の資質の向上を図るため、議員

に対する研修の充実に努めなければならない。
　２�　議会は、前項の研修に当たり、広く各分野の専門家、

町民等との研修会を開催するよう努めるものとする。
　３�　議会及び議員は、町政の課題を広い視点から捉える

ため、他の自治体における事例等を調査研究するよう
努めなければならない。

　第６章　議会事務局等
（議会事務局）
　第 �14 条　議長は、議会の政策立案機能を強化させ、議

会の活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の
調査機能及び法務機能の充実を強化し、議会事務局の
強化に努めるものとする。

（議会図書室）
　第 �15 条　議会は、議員の調査及び研究に資するため、

議会図書室の充実に努めるものとする。

　第７章　政治倫理
（政治倫理）
　第 �16 条　議員は、町民の代表として、その倫理性を常に

自覚し、議会の品位を重んじて活動しなければならない。

１　意見の提出方法
　　①郵送または議会事務局へ持参（町役場分庁舎２階）
　　②ＦＡＸ（議会事務局宛と明記）　③電子メール
　　①～③いずれかでの方法で提出してください。
　　※�意見書の様式はホームページで公開していますが、

様式は問いません。
　　※意見書提出にあたり住所・氏名・年齢等の記載は
　　　必須ではありませんが、記載された住所、氏名は
　　　公表いたしません。
　　※�新型コロナウイルス感染症予防の観点から、持参

以外での提出にご協力ください。
２　意見の募集期間　令和３年２月１日（月）から
　　　　　　　　　　令和３年２月22日（月）まで※必着

３　その他
　①条例（素案）は町議会ホームページでもご覧いただけます。
　②障害などの理由により文書による提出が困難な場合
　　以外は、電話や口頭によるご意見はお取り扱いでき
　　ませんのでご了承ください。
　③提出されたご意見などは、内容を整理し、意見に対する
　　町議会の考え方を町議会ホームページ等で公表します。
　④意見に対する個別の回答は行いません。

４　提出・お問い合わせ先　　酒々井町議会事務局　　
　　〒285-8510　酒々井町中央台４丁目11番地
　　☎043‐496‐1171（内線271）FAX043‐496‐4541
　　E‐mail　gikai@town.shisui.chiba.jp
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■□■ 酒々井町議会基本条例（素案）■□■

前文
　地方分権の進展に伴い地方自治体（以下「自治体」とい
う。）は、その組織及び運営に関する事項を自らの責任に
おいて決定することの重要性が高まっている。
　町民の意思を把握し行政に反映する町議会は、町民の代表
機関であり、自治体の意思決定機関としての役割を果たすこ
とによって、自律性の高い自治体を構築しなければならない。
　二元代表制の下、町長その他の執行機関の役割は、町民
福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を
挙げることにあり、議会の役割は、町長その他の執行機関
の事務が適正かつ効率的になされているか監視するととも
に、町民の意思が町政に適切に反映されるよう政策の立案
と提言を行うことにある。
　多様化する町民の期待に応えていくため、不断の議会改
革と研鑽に励むとともに自己研鑽に努め、積極的な情報公
開と説明責任を果たしながら議会機能の強化を図り、議会
のあるべき姿を追求していかなければならない。
　町民とともに地域の主体性を高める議会を目指し、議会
における最高規範として、ここに本条例を制定する。

　第１章　総則
（目的）
　第�１条　この条例は、地方分権の確立を目指し、二元代

表制の下、議会及び議員の責務を明確にするとともに、
議会に関する基本的事項を定めることにより、地方自治
の本旨に基づく町民の負託に応え、もって町民生活の向
上及び町政の健全な発展に寄与することを目的とする。

（議会の役割）
　第�２条　議会は、町民の代表から構成される町の団体意

思の決定機関である。
　２�　議会は、町の議事機関であり、条例の制定、予算の

議決及び決算の認定並びに行政活動の監視をする権限
を有する。

　第２章　議会運営及び議員活動の原則
（議会の活動原則）
　第�３条　議会は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わ

なければならない。
　（１）�　公平性、公正性かつ透明性を重んじた議会運営を

目指すこと。
　（２）�　議決責任を認識し、町民に対して積極的な情報公

開を図り、説明責任を果たすこと。
　（３）�　町民が参画しやすい議会運営に努め、町民の多様

な意見を把握した上で政策立案、政策提言等に取り
組むこと。

　（４）�　町長その他の執行機関の町政運営について監視
し、評価すること。

　（５）�　議員間の自由な討議の場を設けるよう努めること。
（議員の活動原則）
　第�４条　議員は、次に掲げる原則に基づき、活動を行わ

なければならない。
　（１）�　議会が言論の府であること及び合議制の機関であ

ることを認識し、議員間の自由な討議を重んじること。
　（２）�　町政の課題全般について町民の意見を的確に把握

し、個別事案の解決にとどまらず、町民全体の生活
の向上に努めること。

　（３）�　研修、調査研究等による不断の研鑽によって自ら
の資質の向上に努めること。

（会派）
　第�５条　議員は、議会活動を行うため、会派を結成する

ことができる。
　２�　会派は、議会運営、政策立案、政策提言等に関し、

必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努める
ものとする。

　第３章　町民と議会の関係
（会議等の公開） 
　第�６条　議会は、本会議及び委員会（以下「会議等」と

いう。）を原則として公開し、会議等で使用した資料
を公開するとともに、町民が傍聴しやすい環境の整備
に努めなければならない。

（請願及び陳情） 
　第�７条　陳情書及びこれに類するもの（要望書、嘆願書、

要請書等。）は、議長が議会運営委員会に諮って審査
の必要があると認めるものは、請願書の例により処理
し、審査の必要がないと認めるものについては、議員
配布のみとし審査は行わないものとする。

　２�　町民及び町内の団体等から提出された請願及び陳情
を審査する場合は、政策の提案と位置づけ、常任委員
会で請願・陳情者の意見を聴く機会を設けるよう努め
るものとする。

（広報広聴活動） 
　第�８条　議会は、町民の知る権利を保障し、町民の多様

な意見を把握して合議体としての意思決定に反映させ
るため、広報広聴活動の充実に努めるものとする。 

　酒々井町議会では、現在、議会の運営や活動の基本方針を定めた「酒々井町議会基本条例」の新
規制定に向け、議員全員を委員とする議会基本条例特別委員会を設置し、令和元年１２月から全９回
の委員会審議を行ってまいりました。
　その素案がまとまりましたので、皆さまの意見をお寄せください。

酒々井町議会基本条例（素案）パブリックコメント

皆さまの意見をお寄せください



　感染症予防には、「こまめな手洗い・消毒、マスクの着用、３密を避ける、体調管理」などの基本的な感
染症対策が重要です。自身を守るため、大切な人を守るため、引き続き感染症対策の徹底をお願いします。

新型コロナウイルス感染症新型コロナウイルス感染症 お願いお願いに関する

正しい手の洗い方 まずは手洗いが大切です。
帰宅時や調理の前後、食事前などこまめに石けんで手を洗いましょう。

　新型コロナウイルス感染症への対応が長期化する中で、感染された方々やそのご家族、そして医療・介護従
事者の皆さんをはじめ、私たちの生活を支えてくださっている関係者の皆さんに対して、いわれのない偏見や
差別、いじめ、誹謗中傷などがあってはいけません。不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのな
いよう、偏見にとらわれず、思いやりのある行動に努めましょう。

参考：厚生労働省、首相官邸ホームページ

・爪は短く切っておく　・時計や指輪は外しておく
・石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かす

流水でよく手をぬらし
た後、石けんをつけ、
手のひらをよくこする

手の甲をのばすように
こする

指先・爪の間を念入り
にこする

指の間を洗う 親指と手のひらをねじ
り洗いする

手首も忘れずに
洗う

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

３つの密を避けましょう ❶密閉

❷密集 ❸密接

感染症に関する人権への配慮について

❶「密閉」空間にならないよう、こまめな換気を！
❷「密集」しないよう、人と人との距離を取りましょう！
❸「密接」した会話や発声は、避けましょう！

ゼロ密を目指しましょう
　３密（密閉・密集・密接）は、それぞれ一つだけでも感染のリスクを
高めるため、できる限り「ゼロ密」を目指しましょう。
　屋外でも、密集・密接には、要注意。人混みに近づいたり、大きな声
で話しかけることなどは避けましょう。

　酒々井町では、３７７名（男性２２０名・女性１５７名）が新成人と
なりました。
　今年の成人式は、新型コロナウイルス感染症予防のため一堂に会して
行うことができませんでした。
　新成人皆さんの門出を集う形でお祝いできないことは大変残念です
が、これからを担う皆さんが、さまざまな分野で持てる力を十分に発揮
し、活躍されることを大いに期待しています。

新成人の皆さんおめでとうございます


